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茨木市

○茨木市決定

議第121号 北部大阪都市計画用途地域の変更

議第122号 北部大阪都市計画高度地区の変更

議第123号 北部大阪都市計画地区計画の決定



茨木市

１ 西安威二丁目地区

（1） 対象地区
（2） 都市計画決定・変更の必要性と目的
（3） 都市計画決定・変更（案)

２ 超高層建築物に関する高度地区の変更（案）

３ 都市計画手続きの流れ

目次
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茨木市１-（１） 対象地区
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西安威二丁目

追手門学院

対象地区北中学校

福井小学校

安威小学校
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茨木市１-（２） 都市計画決定及び変更の必要性と目的

●茨木市都市計画マスタープラン（平成●茨木市都市計画マスタープラン（平成●茨木市都市計画マスタープラン（平成●茨木市都市計画マスタープラン（平成27272727年３月策定）年３月策定）年３月策定）年３月策定）

●立地適正化計画（平成●立地適正化計画（平成●立地適正化計画（平成●立地適正化計画（平成31313131年年年年3333月策定）月策定）月策定）月策定）

都市づくりプラン テーマ②

無秩序な開発を抑制し、計画的な市街地整備を進める

施策４ 現状の居住誘導区域の維持

取組15 無秩序な居住地域の拡大の抑制(当該地は居住誘導区域外)

○社会情勢に応じた土地利用誘導の検討
・ 地域の土地利用形態の実情を鑑み、適宜・適切に用途地域等の見直しを行 います。

○地区計画や土地区画整理事業等による地域の特性に応じた市街地形成
・ 地区計画や土地区画整理事業等の制度を活用し、地域特性に応じた都市づくりを推

進します。

・ 居住誘導区域外は、住宅開発を抑制するために必要な措置を講じるとともに大規模
な土地利用転換にあたっては、住宅以外の適切な土地利用を誘導するため、開発者
と協議調整を行い、地区計画などの都市計画制度を適切に活用します。
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茨木市

●都市計画決定及び変更の必要性と目的都市計画決定及び変更の必要性と目的都市計画決定及び変更の必要性と目的都市計画決定及び変更の必要性と目的

教育施設の一部が土地利用転換されることに伴い、周辺環境に調教育施設の一部が土地利用転換されることに伴い、周辺環境に調教育施設の一部が土地利用転換されることに伴い、周辺環境に調教育施設の一部が土地利用転換されることに伴い、周辺環境に調
和したみどり豊かな良好な環境の確保を図りつつ、立地適正化計画和したみどり豊かな良好な環境の確保を図りつつ、立地適正化計画和したみどり豊かな良好な環境の確保を図りつつ、立地適正化計画和したみどり豊かな良好な環境の確保を図りつつ、立地適正化計画
等に基づいて、無秩序な居住地域の拡大抑制及び教育施設と業務等に基づいて、無秩序な居住地域の拡大抑制及び教育施設と業務等に基づいて、無秩序な居住地域の拡大抑制及び教育施設と業務等に基づいて、無秩序な居住地域の拡大抑制及び教育施設と業務
系施設の適切な土地利用の誘導を図るため、都市計画の決定及び系施設の適切な土地利用の誘導を図るため、都市計画の決定及び系施設の適切な土地利用の誘導を図るため、都市計画の決定及び系施設の適切な土地利用の誘導を図るため、都市計画の決定及び
変更を行う。変更を行う。変更を行う。変更を行う。

●まちづくりの方向性まちづくりの方向性まちづくりの方向性まちづくりの方向性

みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成みどり豊かでゆとりある良好な環境形成
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周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導周辺交通環境に配慮した土地利用誘導

１-（２） 都市計画決定及び変更の必要性と目的



茨木市

現行現行現行現行 変更案変更案変更案変更案

第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域
建ぺい率 60% 容積率 200%

第二種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域
建ぺい率 60% 容積率 200%

１-（３） 都市計画決定及び変更（案)
■ 用途地域の変更（案） （茨木市決定）
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茨木市

現行現行現行現行 変更案変更案変更案変更案
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第四種高度地区第四種高度地区第四種高度地区第四種高度地区
(高さ制限22m、北側斜線制限あり)

第五種高度地区第五種高度地区第五種高度地区第五種高度地区
(高さ制限22m)

１-（３） 都市計画決定及び変更（案)
■ 高度地区の変更（案） （茨木市決定）
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周辺環境に調和したみどり豊かな良好な
環境の確保を図りつつ、立地適正化計画
等に基づいて、無秩序な居住地域の拡大
抑制及び教育施設と事務所などの業務系
施設の適切な土地利用の誘導を図ること
を目標とする。
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針
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秩序ある良好なまちづくりを進めるため、
地区を区分してそれぞれ次のような土地
利用を誘導する。

１.文教地区
敷地内の豊かなみどりの維持・保全を図
りつつ、教育環境にふさわしい施設の維
持・形成 を図る。

２.施設導入地区
業務系施設の土地利用の誘導を図るに
あたり、地区に隣接した道路沿道に、歩
道状空地や広場状空地を配置し、安全で
快適な歩行者空間を確保するとともに、
地区周辺部等に緩衝緑地帯を配置し、周
辺環境に調和した良好な環境を形成する。
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周辺環境と調和した良好な土地利用の維
持・誘導を図るため、建築物等の用途及び
形態・意匠の制限を定める。

■ 地区計画の決定（案） （茨木市決定）

１-（３） 都市計画決定及び変更（案)

保存緑地
広場状空地

歩道状空地

緩衝緑地帯
地区計画区域

文教地区

施設導入地区

名称 ⻄安威⼆丁目地区地区計画
位置 茨⽊市⻄安威⼆丁目地内 面積 約15.4ha

約約約約2.6ha
約約約約1,000㎡㎡㎡㎡

幅員幅員幅員幅員 ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ
延長延長延長延長 約約約約290ｍｍｍｍ

幅員幅員幅員幅員 ２ｍ、延長２ｍ、延長２ｍ、延長２ｍ、延長 約約約約900ｍｍｍｍ

9/13



茨木市

■ 地区計画の決定（案） （茨木市決定）

１-（３） 都市計画決定及び変更（案)

保存緑地

地区計画区域

文教地区

施設導入地区

約約約約2.6ha

緩衝緑地帯

幅員幅員幅員幅員 ２ｍ、延長２ｍ、延長２ｍ、延長２ｍ、延長 約約約約900ｍｍｍｍ
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のののの
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用
途
用
途
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途
のののの
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限
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限
制
限
制
限

文教地区（約文教地区（約文教地区（約文教地区（約 8.4 8.4 8.4 8.4 hahahaha））））

次の各号に揚げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)学校
(2)専修学校
(3)認定こども園
(4)保育所
(5)寄宿舎
(6)前各号に揚げる建築物に付属する建築物（店舗、飲食店、事
務所、その他これらに類するものを含む）。

施設導入地区（約施設導入地区（約施設導入地区（約施設導入地区（約 7.0 ha7.0 ha7.0 ha7.0 ha））））

次の各号に揚げる建築物等は建築してはならない。
(1)一戸建ての住宅、長屋建ての住宅、兼用住宅、共同住宅、寄
宿舎、下宿（ただし、建築物内に設けられる施設利用者のため
の就寝用の施設に供するものを除く。）
(2)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(3)ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
(4)ホテル、旅館
(5)自動車教習所
(6)畜舎（ただし、床面積の合計が15㎡に満たないものを除く。）
(7)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場
外車券売り場その他これらに類するもの
(8)カラオケボックスその他これらに類するもの
(9)倉庫（ただし、建築物に附属する倉庫を除く。）
(10)自動車修理工場

形態又は形態又は形態又は形態又は
意匠の制限意匠の制限意匠の制限意匠の制限

屋外に設置する広告物は一点30㎡以下で、
かつ同一壁面面積の10分の１以下とする。

広場状空地

歩道状空地

約約約約1,000㎡㎡㎡㎡

幅員幅員幅員幅員 ２ｍ２ｍ２ｍ２ｍ
延長延長延長延長 約約約約290ｍｍｍｍ
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茨木市２ 超高層建築物に関する高度地区の変更（案）

●超高層建築物の立地に関する基本的な方針（平成●超高層建築物の立地に関する基本的な方針（平成●超高層建築物の立地に関する基本的な方針（平成●超高層建築物の立地に関する基本的な方針（平成30303030年年年年12121212月策定）月策定）月策定）月策定）
本市における超高層建築物（高度地区における高さ制限の上限である本市における超高層建築物（高度地区における高さ制限の上限である本市における超高層建築物（高度地区における高さ制限の上限である本市における超高層建築物（高度地区における高さ制限の上限である43m43m43m43mを超える建築物）のを超える建築物）のを超える建築物）のを超える建築物）の

立地に関し、立地性と公共性を満たす場合に限るという都市計画の考え方を示すもの立地に関し、立地性と公共性を満たす場合に限るという都市計画の考え方を示すもの立地に関し、立地性と公共性を満たす場合に限るという都市計画の考え方を示すもの立地に関し、立地性と公共性を満たす場合に限るという都市計画の考え方を示すもの

３.２ 基本方針 １（立地性）：拠点機能を高める必要があるエリアに限定する１（立地性）：拠点機能を高める必要があるエリアに限定する１（立地性）：拠点機能を高める必要があるエリアに限定する１（立地性）：拠点機能を高める必要があるエリアに限定する

対象エリア（JR茨木駅、阪急茨木市駅、JR総持寺駅、阪急・モノレール南茨木駅）の
駅前広場に面した敷地に限定

高度地区計画書（許可による特例）
４(１) 市長が良好な市街地環境の形成に資すると認め、建築審査会の意見を聴いて

許可した建築物
のうち以下の項目を削除

「⑤阪急茨木市駅、「⑤阪急茨木市駅、「⑤阪急茨木市駅、「⑤阪急茨木市駅、JR茨木駅から概ね茨木駅から概ね茨木駅から概ね茨木駅から概ね300メートル以内の商業系用途地域において、メートル以内の商業系用途地域において、メートル以内の商業系用途地域において、メートル以内の商業系用途地域において、
面積が面積が面積が面積が3000㎡以上の敷地の場合は建築物の高さの最高限度を適用しない。」㎡以上の敷地の場合は建築物の高さの最高限度を適用しない。」㎡以上の敷地の場合は建築物の高さの最高限度を適用しない。」㎡以上の敷地の場合は建築物の高さの最高限度を適用しない。」

方針の内容を踏まえ、方針の内容を踏まえ、方針の内容を踏まえ、方針の内容を踏まえ、
これまでの運用と相違が生じる項目をこれまでの運用と相違が生じる項目をこれまでの運用と相違が生じる項目をこれまでの運用と相違が生じる項目を削除削除削除削除

■ 高度地区の変更（案） （茨木市決定） 特例許可の運用変更

対象エリアの駅前広場に面した敷地において、都市計画決定（再開発事業、地区計画等）
を行う場合に限定

超高層建築物の立地を限定超高層建築物の立地を限定超高層建築物の立地を限定超高層建築物の立地を限定
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茨木市
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■ 高度地区の変更（案） （茨木市決定） 特例許可の運用変更

（許可による特例）
４ 本制限の適用に際しては、次の各号に定める

ところによる。
（1） 市長が良好な市街地環境の形成に資する

と認め、建築審査会の意見を聴いて許可した
建築物については、建物高さの最高限度を次
のとおりとする。

①第二種高度地区、第三種高度地区において
は２２メートル。ただし大規模敷地を有する場
合は３１メートル

②第四種高度地区、第五種高度地区において
は３１メートル。ただき大規模敷地を有する場
合は４３メートル

③第六種高度地区、第七種高度地区において
は４３メートル

④第八種高度地区においては建築物高さの最
高限度を適用しない。

新新新新
（許可による特例）

４ 本制限の適用に際しては、次の各号に定める
ところによる。

（1） 市長が良好な市街地環境の形成に資する
と認め、建築審査会の意見を聴いて許可した
建築物については、建物高さの最高限度を次
のとおりとする。

①第二種高度地区、第三種高度地区において
は２２メートル。ただし大規模敷地を有する場
合は３１メートル

②第四種高度地区、第五種高度地区において
は３１メートル。ただき大規模敷地を有する場
合は４３メートル

③第六種高度地区、第七種高度地区において
は４３メートル

④第八種高度地区においては建築物高さの最
高限度を適用しない。

⑤阪急茨木市駅、JR茨木駅から概ね300メート
ル以内の商業系用途地域において、面積が
3000㎡以上の敷地の場合は建築物の高さの
最高限度を適用しない。

高度地区計画書 新旧対照表

旧旧旧旧

⑤の項目を削除削除削除削除

２ 超高層建築物に関する高度地区の変更（案）



茨木市

地元説明会地元説明会地元説明会地元説明会
令和元年令和元年令和元年令和元年10101010月月月月30303030日（水日（水日（水日（水））））19191919時から時から時から時から

((((安威公民館安威公民館安威公民館安威公民館)))) 参加者参加者参加者参加者38383838名名名名

地区計画原案の地区計画原案の地区計画原案の地区計画原案の
縦覧縦覧縦覧縦覧・意見書の提出・意見書の提出・意見書の提出・意見書の提出

令和元年令和元年令和元年令和元年11111111月１日から月１日から月１日から月１日から15151515日の日の日の日の2222週間週間週間週間
意見書意見書意見書意見書提出提出提出提出は縦覧は縦覧は縦覧は縦覧期間終了後期間終了後期間終了後期間終了後1111週間まで週間まで週間まで週間まで可能可能可能可能

縦覧者：０名縦覧者：０名縦覧者：０名縦覧者：０名 意見書：０件意見書：０件意見書：０件意見書：０件

都市計画案都市計画案都市計画案都市計画案のののの
縦覧縦覧縦覧縦覧・意見書の提出・意見書の提出・意見書の提出・意見書の提出

令和元年令和元年令和元年令和元年12121212月９日から月９日から月９日から月９日から23232323日の日の日の日の2222週間週間週間週間
縦覧者：０名縦覧者：０名縦覧者：０名縦覧者：０名 意見書：０件意見書：０件意見書：０件意見書：０件

茨木市都市計画審議会茨木市都市計画審議会茨木市都市計画審議会茨木市都市計画審議会
令和令和令和令和2222年年年年1111月月月月27272727日（月）日（月）日（月）日（月）

15151515時から時から時から時から((((南館南館南館南館10101010階大会議室階大会議室階大会議室階大会議室))))

都市都市都市都市計画決定・変更計画決定・変更計画決定・変更計画決定・変更告示告示告示告示 令和令和令和令和2222年年年年2222月中旬月中旬月中旬月中旬((((予定予定予定予定))))

本日本日本日本日

区域内の地権者等の権利者地権者等の権利者地権者等の権利者地権者等の権利者のみ

誰からでも誰からでも誰からでも誰からでも

３ 都市計画手続きの流れ
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